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公企業改革としてのドイツの鉄道改革

堀 雅 通＊
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1 。 は じ めに

近年、多くの国で公企業に対する様々な（構造）改革が実施されたり、あるいは実施されようと

している。こうした公企業改革は、1980年代以降、世界的な潮流ともなり、各国で積極的に進めら

れてきた。我が国では、1980年代前半、臨時行政調査会が、日本国有鉄道（国鉄）を含む3 公社な

ど公企業の組織変革を勧告し、政府はこれを実施した。1987年の国鉄の分割・民営化は公企業改革

の代表といえる。ドイツ（連邦共和国）でも1994年1 月に公企業たるドイツ連邦鉄道（DieDeutscheBundesbahn:DB

、以下「DB 」）を分割・民営化する公企業改革を実施した。これによりDB の事業

内容は採算性ある企業的な事業領域と不採算ながら社会的、国民経済的に必要な公共的な事業領域

に大別された。留意すべきは、こうした公企業改革の実施に際し、上下分離をはじめとした構造分

離（structuralseparation）が採用されていることである1）。

元来、一体的に運営・管理されるべき事業ないし組織を、その所有あるいは支配関係を分離・分

割して運営・管理する態様が構造分離である。構造分離によって当該公企業の事業組織は公共性が

重視されるべき公共的な事業領域と企業性が重視されるべき企業的な事業領域に分割される。こう

した構造分離改革の目的は、独占的な市場構造を前提に設計された旧来の公企業の事業組織、事業

構造、事業システムを変革し、公共性を担保した上で、競争的な市場環境の下に再生させることに

ある。本稿は、ドイツの鉄道改革にみる構造分離改革の態様を分析し、その機能と役割を明らかに

する。特に公共性と企業性の分界に焦点をあてて考察する。

2.DB 改 革 案策 定 の 経緯

（1）DB の経営改善策

鉄道の歴史はおよそ180年になるが、この間、鉄道経営を取り巻く市場環境、市場構造は大きく変っ

た。とりわけ第二次大戦後の交通市場におけるモータリゼーションの進展、航空輸送の発達は、鉄

道産業を斜陽化させ、自然独占を理由とした鉄道事業規制のフレームワークを形骸化させた。当初、

主として民間資本によって建設された鉄道は、その後の国策的な見地から統合化が進み国有化され

た。国有鉄道の時代、鉄道は陸上交通の独占的な地位を保持したが、自動車の登場により、その市
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場を失い、急速に経営は悪化した。 そうした斜陽化の過程で採用された経営形態がい わゆる公企業(publiccorporation)

である2)。

設立当初、独立採算制(＝企業性の達成) とともに公共性の達成が目標 とされた公企業たるDB も

その後 の経営難に様々な経営改善策 を試 みたが、産業構造、交通市場の選択性向の変化等により、

競争上 の優位性を失い、未曾有の経営危機に直面していった。そもそもDB の経営は、1949年の発足

直後から悪く、黒字計上 は、1951 年の1 回だけである。

これまでも、DB 理事会による(DB の) 経営健全化 に関する構想(1958 年)、ブラント委員会報告(1960

年) 、レ ーバー・プ ラン(1968 ～72 年)、DB 法改正(1969 年) 、DB 理事会再建案(1973 年) 、

路線網縮小計画(1976 年) 、「DB にお ける通路と経営の分離効果の試験に関する連邦政府報告( ＝通

路 と経営の分離案)」[BerichtderBudesregierunguberdiePrufungderAuswirkungeneinerTrennungvonFahrwegundBetriebbeiderDeutschenBundesbahn](1979

年)、区分会計(Trennungsrechnung)^)

の公表(1980 年) 、DB 理事会の権限強化(1982 年) など、様々な経営改善策、再建策が実施された

が、いずれもみるべき成果はなかった4)。

そうした中で、1982 年に発足したコール(HelmutKoh1) 政権は、伝統的ともいうべき鉄道保護

政策5)を改め、鉄道の企業性を重視する姿勢を打ち出した。コール首相の基本政策は、脱官僚主義、

公共サービスの民営化(PrivatisierungoffentlicherDienstleistung)、政府企業活動 の制限(Einschran-kungstaatlicherunternehmerischerBetatigungen)

にあったが、DB に対しても同様 の姿勢 を示した。

それが具体化されたのが、1983年11 月の「DB に対する連邦交通大臣の閣議提言(KabinettvorlagedesBundesministerfurVerkehrzurDeutschenBundesbahn)

」であった。 そして、 これをベースに策定

された経営改善計画がいわゆる「DB 戦略'90(Strategie'90) 」である。

これは1982 年の実績に対し、1990 年 までに総経費を25%( うち人件費を30 ％) 節減し、労働生産

性を40% 上げる という ものであった。生産性の向上を見るなら、計画最終年(1990 年) の実績値は

当初の目標をほぼ達成していた。し かし、財政 の悪化 に歯止めをかけることができず、現行の経営

形態による再建は不可能となった。1990

年代に入 るとDB の年度欠損額、長期債務額は急激 に増大し た。し かも束ド イツ国鉄(DieDeutscheReichsbahn:DR

、以下「DR 」)の統合が財政の悪化に拍車 をかけた。そのDB 、DR の年

度欠損額は1996 年末 に108億マルク、長期債務額 は800億マルクになるものと推計され、DB 、DR の

再建はほぼ不可能となった。 そうした状況 を見越してか、すで に連邦政府 はこれまでとは抜本的に

異なる鉄道改 革案 の策定 に着手し てい た。1989 年7 月 に発足し たDB 政 府委員 会(BundesbahnRegierungskommission)

がそれである6)。

（2）DB 政府委員会による改革案DB

政府委員会は、1991年の答申に際し、以下のような基本認識を示した。

「鉄道という交通システムから生じて増大化する財政的危機を背景に、交通政策的、地域開発的、

環境政策的、経済的、国家財政的な観点からDB のポジティブな発展のため生産力ある基盤（eine
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tragfahigeGrundlagefureinepositiveEntwicklungderDB) を創設する必要がある。 それには長期

的視野 に立って( 輸送サービ スの) 質的、価格的な競争下にも存続しうる鉄道 ネットワークと輸送

サービ スに生産構造を限定し なければならない(DieStrecken-undProduktstrukturzudefinieren,dieauflangeSichtqualitativundpreislichimWettbewerbbestehenkann)

」。 また、「鉄道は商業的

に管理されるべきであり(DieBahnsoilkaufmannischgefuhrtwerden) 、 その活動成果は商業 的原

則 にしたがって(nachhandelsrechtlichenGrundsatzen) 、事業報告が行われるべきである。が、現

在の鉄道はこうした要求に対応することができない……過去のすべての改革提言 は何 も変 えなかっ

た。今や従来 とは異なる組織形態がDB のポジティブな発展のために生産力ある基盤機構を創るこ

とができるだろう……鉄道の商業的な管理に適した組織形態は株式会社である(DiegeeigneteOr-ganisationsformzurkaufmannischenFuhrungderBahnistdieAktiengesellschaft)

」。

以上 のような基本認識の下、DB 政府委員会は、改革を成功させるた め以下のような前提措置を求

めた。O

ドイツ鉄道会社(DBAG)7) の国家的任務(StaatlicheAufgaben) と商業 的責任(kaufmannischeVerantwortung)

を明確に分離する( 国と鉄道企業 の責任領域の明確化)。2)

債務処理及びその他改革に必要な立法措 置8)

以上 のような構造分離の導入 を提言したDB 政府委員会 の案は、まず鉄道の企業性を発揮させ る

ためにDB とDR を統合し、直ちに当面は全株式 を連邦政府が保有するがいずれこれを民間 に売却

する予定のDBAG に改組するものとした9)。従ってDB 、DR は民営化される。また機構改革に際し

てDB は1990 年12 月31 日、DR は( 東西ドイツ通貨統合 が実施された)1990 年7 月1 日を起点 とした

開始貸借対照表及びその修正貸借対照表が作成 されることとなった。 その上で累積欠損の減額 と増

資のため合計1,653億マル クの連邦政府補償金が拠出 され、DBAG の財政基盤の確立が図られるも

のとなった。この他、1991 年1 月時点で、お よそ1,500億マルクにのぼるDB とDR の長期債務 と年

金負担がDBAG から切り離され、政府系機関である長期債務処理機関(t:Iberleitungsfinanzierungs-institution)

を設 立し、その処 理を充 てら れる もの となった1o)。同機 関 には職員 移行 機関(Per-sonaluberleitungsinstitution)

が設けられ、DBAG への移行を希望し ないか、あるいはその法的地位

から移行できないDB 官吏(Beamte) の処理が委 ねられた11)。こうした構造分 離による公共性の担

保措置は、むろんDBAG の自律的な経営のために必要不可欠な措置となっている。DBAG

の内部組織は3 つの事業部門、すなわち旅客輸送部門、貨物輸送部門、鉄道線路部門に分

けられる( いわ ゆる組織上の上下分離)。旅客輸送部門 と貨物輸送部門 はプロフィット・センターと

して機能するが( いわ ゆる事業部制)、近い将来、分離・独立し、株式会社 とし て企業性を発揮して

い くものとなる。

そうした市場指向的な輸送部門 に対し て鉄道線路部門 はDBAG の内部組織 という形態を採 りな

がらも独立的な組織 として社会資本たる鉄道線路の維持・管理 とい う高権的な任務(hoheitlicheAufgaben)

を委ねられる12)。留意すべきは、鉄道線路部門が第三者たる鉄道事業者にも鉄道輸送事

業への参入を認め(OffnungvonFahrwegfurDritte) 、利用度に応じた線路使用料(Trassenpreis)
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を徴収するオープンアクセスを採用することである。なお鉄道線路部門は当該線路投資の資金調達

が不可能な場合、連邦政府から無利子の資金融資が受けられる。

不採算な地方交通線の旅客輸送サービスについては、当該サービス提供の意思決定と運営責任お

よび財政負担を地方政府( ＝州) に移管する。そのため当該サービスの提供は輸送サービスの提供

主体である鉄道企業と地方政府との委託契約(Vertrag) により営なまれる。すなわち地方政府は当

該地域に必要な輸送サービスを「購入する(einkaufen)」仕組みとなった。いわゆる「地域化(Regio-nalisierung)

」である13)。しかし、これは地域の公共交通サービスの費用負担を連邦から州へ移管す

ることであるから財政難に苦しむ地方政府にとっては受け入れ難い制度となる。こうした公共交通

サービスの運営システムをめぐっては、その後、連邦と州との間にコンフリクトが生じ、事態が紛

糾した。

ドイツ連邦鉄道(DB)

東ドイツ国鉄(DR)

図11994 年実施の鉄道機構改革の図
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（出所：筆者作成（堀［2000a］71ペ ージ、図4-4 ）

図21994 ～1998 年の鉄道機構図

ドイツ連邦交通省(BMV)

ドイツ連邦鉄道庁(EBA)

・連邦の鉄道線路施
設の建設計画

・新規参入の認可
・安全性の監督

連邦鉄道財産清算機構(Rest-BEV)

・長期債務の処理
・要員対策

・土地管理および売
却

地方政府（州）:「地域化」の導入

オープンアクセス：DBAG の鉄道線路を利用して鉄道輸送事業を営む新規参入企業

（出所：筆者作成（堀［2000a］73ペ ージ、図4-5 ）
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図3

DB ホールディング会社(DB
グループの統率)

＊数年後に解消予定

1999年実施の鉄道機構図

DB ネットワ ーク会社DBNetzAG

（Fahrweg ）

＊鉄道線路の建設と維持管理DB

カーゴ会社DBCargo

（Giiterverkehr）

＊鉄道貨物輸送DB

レギオ会社DBRegio
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＊近距離旅客輸送（州との契約輸送）DB

旅行／観光会社DBReise&Touristik

（Fernverkehr ）

＊長距離旅客輸送DB

駅 ／サービス会社DBStation&Service

（PersonenBhf)

41

＊ 駅 施 設 の 運 営 管 理

（出所：筆者作成（堀［2000a］74ペ ージ、図4-6 ）

ともあれ、以上のようなDB 政府委員会の改革案は、1992年2 月5 日に閣議了承となった。そして。

これをたたき台として、連邦交通省は1992年7 月に政府案を決定した(巻末の参考資料参照)。すな

わち、DB とDR を統合すると同時に、株式会社に改組、線路部門と輸送部門は一定の準備段階を経

た後、制度的に分離(institutionalseparation)されるものとなった。この場合、当面の措置として、

線路会社と輸送会社を統括する持株会社を設け、それを当初3 年間で定着化させた後、遅くとも5 年

以内に持株会社を解消するものとした。こうしてドイツの鉄道改革では最終的に線路部門と輸送部

門が制度的に分離される鉄道改革が実施されることとなった( 図1 、図2 、図3 、参照)。

③ 改革案の実施－DB の分割・民営化－

ドイツ鉄道株式会社（DieDeutscheBahnAG:DBAG 、以下「DBAG 」）は1994年1 月1 日に設

立された。ここにDB は設立から45年を経て、公企業から株式会社へと移行した。一方で連邦鉄道庁

（Eisenbahnbundesamt:EBA ）と連邦鉄道財産清算機構（Rest-Bundeseisenbahnvermogen:Rest-BEV

）という二つの公的機関が新設された。企業的領域の事業に従事するDBAG の株式は、当面、

全て連邦政府の保有にあることから一定の公的規制が残る。とはいえ、民間企業としての活動は十

分可能なものとなっている。

また鉄道線路の建設と維持・管理を連邦政府の責任で行っていくため鉄道線路会社の株式の過半

数は連邦政府の手に残る。従って、鉄道線路の扱いに公共性を認めている。DBAG の組織は、当初、4

つの事業部門から構成され、いわゆる組織上の上下分離（organizationalseparation）を採用した。

実施された鉄道改革の内容を整理すると以下のようになる。

①DB とDR を連邦鉄道財産機構（BEV ）に統合した後、これを公共的領域と企業的領域に分け

る（企業的領域を担当する機関としてDBAG を設立する）。
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②公共的領域を担当する機関 として連邦鉄道庁(EBA) および連邦鉄道財産清算機構(Rest-BEV)

を新設する。

③鉄道費用構造 の変 革のための財政措置を講 ずる( 長期債務処理の政府移管等)。

④鉄道事業を上下分離し、鉄道線路施設 の維持・管理 と新線建設計画の実行責任を鉄道輸送主体

から切り離す。

⑤オープンアクセスを実施し、国内外の事業者 を問わず必要な資格 を満たした事業 者にDBAG

のネットワークへの参入 を認める。

⑥地域化によって地域交通 サービ スの提供 と運営の意思決定責任、費用負担 を州に移管する。

以上 のような措置が とられた上 で、DBAG はコンツェルンたるド イツ鉄道 グループ(DeutscheBahnKonzern)

を形成した。DBAG は1999 年6 月 に持株会社の下に分離・独立した(実質的には1999

年1 月 に分 離・独 立し てい た)。 そして、こ のグ ループ リーダーた るホール ディン グ会 社(DB-Holding)

の傘下に以 下のような企業が設立された。長距離旅客輸送を担当するDB 旅行・観光株式

会社(DBReise&TouristikAG) 、近距離旅客輸送を担当するDB レ ギオ株式会社(DBRegioAG) 、

貨物輸送を担当するDB カーゴ株式会社(DBCargoAG) 、鉄道線路を貸し付 け、 これを建設、維

持・管理するDB ネットワー ク株式会社(DBNetzAG) 、駅施設を貸し付 け、 これを維持・管理す

るDB 駅 サービ ス株式会社(DBStation&ServiceAG) の5 つである。

鉄道近距離旅客輸送はDB の経営を最 も圧迫していたものであるが鉄道改革 によって その運営責

任 と費用負担 は州 に移管された。DBAG は州の委託 を受けて当該地域の鉄道輸送を行う。既述した

ように、地域化 をめぐっては連邦 と州 との激しい応酬があった。州の意見を代表する連邦参議院 は、

地域化 は州財政を圧迫するとしてこれに強く反対した。しかし、連邦 と州の財政調整が図られるこ

とで法案は成立した。財源 として鉱油税(Mineralolsteur) の一部が連邦から州 へ給付されるこ とと

なった。 また都市公共交通財政援助法(Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz:GVFG) からの給付

も認められた。

なお州はこれらの給付金を鉄道輸送のみに限定して使う必要 はなく、広 く公共交通全体のために

使うことができる。したがって鉄道 を廃止してバ ス輸送へ転換して もよい。 その決定 は州に任され

る。こうし た当該地域の鉄道輸送を担う企業 は大部分DBAG であるが、ごく一部の地域ではそれ以

外の企業 も担当している。地域化の目的は地域密着型 の輸送サービスを提供し、鉄道近距離旅客輸

送の再生 と効率化 を図ることにある。何より も各地域の輸送需要に見合ったサービスを提供するこ

とを責務 としている。

地域化は、1996 年1 月 に実施されたが、 これによって、一般 に、それまで減少傾向 にあった鉄道

近距離旅客輸送は持ち直し、輸送収入 は増加している。各地域 とも新型車両 の投入や鉄道 の利便性、

快適性向上への努力や工夫が見 られる。ただ、大部分 の輸送が、DB レ ギオの「価格提示(Preisan-frage)

」 に従う契約 によるものであったためコスト面に不透明さが残る。

以上、DBAG 設立 から5 分社化 までが、鉄道改革の第一段 階、持株会社の下 に分割会社の安定経

営を確保させ、持株会社を解消するまでが第二段階、 それ以降が第三段階 となる。 このようにドイ
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ツの鉄道改革は組織上の上下分離としてのDBAG の発足(1994 年1 月)、持株会社傘下の5 分社化(

制度上の上下分離への移行)、持株会社解消による5 分割会社の完全分離・独立という3 段階のス

テップを経て各段階の制度的安定性をみながら段階的に進められている。それゆえ、きわめて現実

的、堅実、弾力的な改革過程となっている。

3 。 鉄道 経 営 の公 共 性14)(1)

経営形態の変遷

鉄道は、民営鉄道 ⇒ 国有国営鉄道 ⇒公企業 ⇒民営化(政府が全株式を保有する特殊会社を含む)

といった経営形態変遷の歴史を辿っている。鉄道の経営形態はなぜこのような変遷の歴史を繰り返

すのであろうか。

「公企業の成立の事情は一様でない。その成立は、市場の失敗要因の性格や重さ、その社会で支

配的な経済哲学、あるいは歴史的経緯などの多くの要因に依存し、国によりまたその経済的発

展段階に応じて、経営形態の選択は相違する。形成された公企業の目的は成立の事情に従って

多様であり、それに対応して組織の形態もさまざまである。また、いったん形成された公企業

が、設立当時の条件下では適切な組織であっても、市場や社会の条件変化の後には不適当とな

ることも少なくない。実際、わが国や西欧諸国の一部における最近の公企業民営化の動きは、

基本的に市場条件の変化を理由としている。少)

このように、公企業は、それぞれの国の経済発展段階に応じた社会経済上の必要性やその時々の

政権政党の政治哲学あるいは国内の資源賦与量、財政事情といった様々な経済的・社会的環境から

生まれた歴史的産物といえる。したがって、公企業はその時代的役割を終えると、統廃合、民営化

などの組織変革を迫られるものとなる。このような公企業の特徴として公共性と企業性という、相

反する二つの特性を併せ持つ、性格の二重性を指摘することができる16)。ちなみに、わが国の国鉄の

設立目的を定めた日本国有鉄道法第1 条には以下のような規定があった。

「国が国有鉄道事業特別会計をもって経営している鉄道事業その他一切の事業を経営し、能率的

な運営により、これを発展せしめ、もって公共の福祉を増進することを目的として、ここに日

本国有鉄道を設立する。」（日本国有鉄道法第1 条）

これは国鉄が国家からその国有鉄道事業を引き継ぐとともにこれを最も能率的な運営により発展

させ、「公共の福祉の増進」に寄与する目的を定めたものである。「能率的な運営」とは「企業性」

を発揮することであり、「公共の福祉の増進」とは「公共性」の達成をさすものである17）。すなわち

公共性を達成する手段、方法として企業性が求められていたものといえる。そのための経営形態が

公企業であった。

ドイツ連邦鉄道法にも、DB の設立目的、経営理念について以下のような規定があり、DB の公共
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性（＝公共的使命）が規定されていた。

「ドイツ連邦鉄道 はその責任 において最良の輸送サービスの提供を目的 として ［一般の］企業 と

同じく（wieWirtschaftsunternehmen ）、企業原則 に従って（nachkaufmannischenGrundsatzen ）、

必要 となる引当金を含め全て自己の収入で経費を補い、 その経営 に努 めなければならない。 ま

た自己資本について適切 な利子が生ずるよう努めなければならない。この範囲においてド イツ

連邦鉄道 は公共的使命を達成するものとする（ihregemeinschaftlicheAufgabezuerfuUen ）。」

（ドイツ連邦鉄道法第28 条）

この条文を読む限り、DB 経営の目標は公共性の達成にあり、またそのための手段として効率的な

経営、すなわち企業性の達成（＝独立採算制）が求められていたものと考えられる。

ドイツ連邦鉄道法に定めるように効率的な経営により低価格な輸送サービスの提供が、あるいは

同一の価格であってもより質の高いサービスの提供が可能なら公共的使命は達成されよう。低コス

ト、低価格により輸送需要が増大、社会的総余剰の増大に至れば、国民経済的にもDB は公共性を有

することとなる。すなわち、公共性と企業性は相対立する概念ではなく、両者は両立可能、表裏一

体の関係にあるともいえる。その意味で、公共性と企業性は二律背反的なものではなく、むしろ両

立によって初めて経済厚生上より望ましい状況が導かれる18）。しかしながら、実際の公企業経営にお

いて公共性と企業性の両立・達成は果たせなかった。

交通サービスの公共性は必需性と独占性に求められるが、交通サービスそのものは技術革新、市

場条件によって変化する。当初、必需性、自然独占性を有していたDB のサービスは時代とともにそ

の公共性を希薄化させていった。当然、それに対応した政策の実行ないし経営規模の縮小化が求め

られるべきであったが、希薄化した公共性維持のコスト、すなわち、鉄道経営は厚生ロスの増大を

招いたにすぎなかった。

（2） 公共サービスの供給理念と利用可能性

公共性を有する（とされた）DB の輸送サービスは一般に公共サービスとしてとらえられ、従来、

連邦政府によって直接供給されてきた。公共サービスは、いわゆる「市場の失敗」により、通常、

市場メカニズムに任せておいたなら社会的に望ましい供給水準が達成されないため政府がそのサー

ビス量を推計して供給する。また公共サービスは政府による直接的な供給の他、私企業による市場

的な供給もありうる。民間会社による電力、ガスの供給はその典型といえる。公企業による鉄道輸

送サービスの供給は両者の折衷的な形態であり、政府による間接的な供給手段、「市場の失敗」を間

接的に是正する措置といえる。なお公共サービスの政策目標は資源配分効率の達成と分配の公正に

あるが、これに加えて「公平」という概念がある。これはユニバーサル・サービスに代表されるよ

うに、たとえば全国的な鉄道ネットワークの整備、その維持・運営などが該当するであろう。

さらに鉄道ネットワークは実際に輸送が行われなくても単にそれが存在することによって得られ

る「存在価値」あるいは「利用可能性（availability）」、すなわちオプション・ディマンドといった公
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共財サービスの提供も付随的に行っている。こうした利用可能性はとりわけ不採算だが社会的に必

要とされる地方交通線において特に問題となる。実際の需要がなくても潜在的な需要を考慮して路

線の維持・運営を図ることは鉄道に課された使命である。しかも利用可能性という公共財（サービ

ス）の供給は社会的にも要請されていた。実際、こうした点に鉄道の公共性を認める論調は多い。

また、このような政策的な目標は、当該政府にとっても、そのサービス供給を委託された公企業に

とっても「効率」概念より重視される。公共サービスは一般に必需的、基礎的なものと考えられる

から政策的な目標を掲げる上で社会的な合意と理解を得やすい。

もっとも交通サービスそのものは必需的であってもそれが鉄道で行われるべき必然性はない。他

のモードによる代替も十分ありうる。ドイツ連邦鉄道法ではDB に独立採算制を課した上で（それは

結果的に内部補助の容認に至るであろう）、上記のような公共サービス（と認められる）、とりわけ

利用可能性（に相当する）サービス供給の義務を課していた。しかしながら、利用可能性は純粋公

共財（＝価値財）ではあるが、その特性は外部性にあり、当該企業に直接的な収入を約束するもの

ではない。したがって、その供給水準を正確に推計したり、各消費者がどれだけの効用を得ている

かの判別は困難である19）。

利用可能性を加味したサービス供給はそのプライシングが適切になされなければ鉄道事業者に欠

損をもたらす。その欠損額は本来外部補助として補填されるべきものである。ところが実際の鉄道

経営ではこのような利用可能性に相当するサービス供給の義務が規定されていたにもかかわらず、

そのための公的補助システムは不備のまま独立採算制の維持を盾に内部補助の援用に頼らざるをえ

なかった。確かに鉄道収支が均衡ないし利益を計上しうる状況なら内部補助も有効に機能する。し

かし、そうでない場合は単に鉄道財政の悪化、所得分配上の不公平をもたらすにすぎない。ともあ

れ、公企業・鉄道経営の破綻は、利用可能性に対する評価とそのプライシングが不適切であったこ

と、また、それを維持すべき適切なシステムを欠いていたことに原因の一端があった。

4 。 構造 分 離 に基 づ く公 共 性 と企業 性 の 分離

（1） 公共性の担保措置

公共性は公的介入を正当化する「市場の失敗」要因の総称と考えられるが、構造分離によって公

企業に内在・混在した公共性と企業性が分離・分別される。ドイツの鉄道改革では当該事業が採算

性ある分野と独立採算の達成が困難な分野に分けられた。かつて行われた経営改善計画では採算性

ある事業もそうでない事業も一様に内部補助に依拠する形でその再建を図ろうとした。しかし、1994

年の改革では、その事業を構造分離・民営化することで、各社ごとの自立採算の可能性をさぐり、

内部補助の範囲を最小化、限定するものとした。一方、採算性がなくても社会的に必要なサービス

の供給は、当該（地方）政府、公的機関の判断と意思決定に委ねられ、同時に公的な費用負担が担

保された。その結果、いずれの組織も採算がとれ、安定的な経営が確保される仕組みとなった。例

えば、事業内容の中で、市場原理には任せられないものの、社会的、国民経済的、すなわち公共経
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済的に必要な事業領域、事業部門については、これを抽出し、目に見える形の補助、すなわち外部

補助に委ね、その上で当該事業の存続を図るものとした（Rest-BEV の設立、地域化、DB-Netz に対

する線路建設補助など）。

いうまでもなく、構造分離改革の目的は、当該公企業を競争的な市場環境へ適合させることにあ

る。それは公共性を担保した事業組織、事業システムを創設することで可能となる。すなわち民営

化が可能となる。公企業改革の目的が競争の促進にあるとはいえ、公共的な事業領域に、直接、競

争原理を導入することはできない。この部門は非競争的な事業領域だからである。それゆえ当該公

企業の組織を公共的・非競争的な事業（non-competitiveactivity）と企業的・競争的な事業（competi-tiveactivity

）に区分する必要がある。

構造分離はそうした公企業の構造改革、民営化に際して触媒的な役割を果たす。ドイツの鉄道改

革では、まずRest-BEV を創設し、長期債務の処理を移管した上で都市間輸送など採算性ある領域を

新会社に引き継がせ、企業性の発揮を目指した。不採算な事業領域、例えば、地方交通線について

は「地域化」によって地方政府に運営権を委譲し、当該地域における鉄道輸送サービスの確保 とそ

のための公的資金の投入を担保した。その上で、免許入札制（franchisebidding）を採用するなど市

場メカニズムの活用を図っている。一方、鉄道線路施設の建設、維持・管理責任は、連邦政府レベ

ルとし、鉄道線路に公共性を認め、公的資金の投入を制度化した。同時にオープンアクセスによる

鉄道事業者相互間のモード内競争を意図している2o）。

ドイツの鉄道改革に際して導入された構造分離は、事業構造の分離・分割によって非競争的・公

共的な事業領域と競争的・企業的な事業領域を明確化するが、このことは公共的な事業領域には公

共政策、企業的な事業領域には競争政策の適用を意味する。政策当局は、当該事業の特性、例えば、

不採算ながら社会的に必要なサービスの提供、競争政策のためのアクセス規制あるいは資源の有効

活用といった「市場の失敗」への対応、すなわち、公共性の認定とその実現を担保した上で、競争

的・企業的領域に競争原理を導入し、競争政策を推進していくことができる。構造分離がそのため

の制度的条件を提供する。ここに構造分離の最も重要な政策含意がある。すなわち、競争政策（民

営化や市場開放）と公共政策（社会資本の整備、市場の失敗への対処）の両立・調和である21）。

（2） 政策のパラダイム転換

以上のように1994年に実施されたドイツの鉄道改革は鉄道事業に内在・混在した公共性と企業性

の分界を明示し、企業性ある領域については市場機構に委ね、当該領域の可能な限りの規制緩和と

自由化を図る一方で、公共性を認めるべき領域については、これを最小限に限定、単に公的規制、

公的助成を行うのではなく、擬似的市場機構を設けたり、インセンティブ規制の導入など市場メカ

ニズム重視の鉄道改革となっている。むろん、こうした事業活動の成否は当該事業の採算性にあり、

その判断、テストは市場機構に委ねられる。そして採算性がない事業については市場からの速やか

な撤退が示唆される。

ともあれ、公企業経営の破綻は、公共性の希薄化を認識し、かつそれに適切に対処しえず形骸化
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した規制のフレームワーク、いわば「規制の失敗」にあったが、政府が被規制企業に対し社会的厚

生を高めるようその行動を規制するには関係する多くの情報が必要である。しかし、そうした情報

の多くは当該企業の私的保有下にあり、完全な把握は不可能である。これは政府と被規制企業 との

間に保有する情報に関レ贋報の非対称性が存在するからである。そうした問題を解決し、政府にとっ

て望ましい結果が得られるよう企業効率を増進させる誘因を与える規制の仕組みが、いわゆるイン

センティブ規制(incentiveregulation)である。インセンティブ規制の理論的説明は他の文献に譲る

として、ここでは実際に今回の鉄道改革においてみられたインセンティブ規制について若干の見解

を述べるに留めたい。

ドイツでは従来から鉄道旅客運賃の決定には枠認可制(Rahmengenehmigung)^^) が導入されてい

たが、改革後の運賃決定は届出制に改められ、事実上自由化された。また地方交通線の運営決定権、

運賃認可権を中央から地方へ委譲した。さらに当該地域の鉄道事業者の決定に免許入札制が導入さ

れた。これらの制度にはいずれもインセンティブ規制の要素が認められる。なお上下分離とともに

オープンアクセスが導入されたが、これにより鉄道輸送事業への参入規制は撤廃されたといってよV

稲

以上のように、ドイツの鉄道改革は、構造分離によって公共性を担保すべき組織、制度、システ

ムを構築した上で、企業性を発揮すべき事業領域の民営化を行い、効率性の追求を意図している。

ここに参入規制・内部補助型交通市場政策から参入自由化・外部補助型交通市場政策へのパラダイ

ム転換が図られた23)。

5 。むすび

ドイツの鉄道改革 は1999 年1 月から第二段階に入り、 その組織は（スウェーデンの2 分割に対 い5

分割された。オープンアクセスについても（スウェーデンの限定的、部分的な導入に対し）全面的

にこれを実施した（イ ギリスでは貨物輸送が オープ ンアクセスであるのに対し旅客輸送 はフ ラン

チャイズ制を導入している）。発足以来DBAG は毎年黒字を計上するようになり、その額も年々増

大している。1998 年のインターシティ・エ クスプレ ス（IntercityExpress:ICE ）脱線事故の痛手 は

大 きかったが、改革 そのものへの影響 はなかった。鉄道新線の建設、在来線の整備は2002 年の連邦

交通路計画（Bundesverkehrswegeplan ）に基づき鋭意進められ、鉄道再生にかける期待 は大きい。政

府が保有するDBAG 株式 の売却の見通し は立ってい ないが、鉄道改革には明るい兆しがうかがえ

る。

なおドイツでは鉄道改革が総合交通政策的な交通インフラストラクチャー整備計画 に支えられて

いる点、また鉄道改革そのものが、国内 はもとよりEU 共通交通政策の一環 とし て国際的視野 に立っ

て実施されている点を忘 れてはならない。競争政策を目的とした上下分離とオープンアクセスの導

入 は、通路費負担上のイコール・フッティング（equalfooting,StartgleichheitallerVerkehrstrager 、

競争条件の平等化）論に一つの解答 を与えた とい う点、交通政策史上、画期的 な意義 をもつ24）。
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［注］1

）構造分離の詳細については、OECD ［2001］p.3（OECD ・山本［2002］）、堀［2005a ］［2005b ］を参照のこと。2

）東西ドイツの分裂に伴い、ドイツ帝国鉄道（DeutscheReichsbahn ）は、東西2 国鉄に分割され、西ドイツで

はドイツ連邦鉄道が発足した。ドイツ連邦鉄道 は「連邦特別財産（Sondevermogen ）」たる法的位置付けにある。

なお、本稿で は、西ドイツ、束ドイツの呼称について、1990年10月3 日の東西ドイツの統一前においては国名、

統一後においては地域を指すものとする。3

）DB ではDB 会計を企業的領域、公共経済的領域、国家的領域の3つの領域に分けて示す区分会計（Trennungs-rechnung

）の考え方を公表した。企業的領域とは、DB 自らがその経営に責任を有し、当該運賃収入によって採

算可能な領域のことで、具体的には長距離旅客輸送、貨物輸送、船舶輸送である。公共経済的領域とは大都市

圏及び地域圏の公共近距離旅客輸送のことで、当該サービスの供給が政策的に決定されるべきものをいう。ま

た国家的領域とは通路費負担に関わるイコール・フッティング（競争基盤の平等化）政策上の観点から国が政

策的に関与すべき通路の建設およびその維持管理に関わる領域である。これは欧州連合 （EuropeanUnion:EU

）の会計上の上下分離に相当する。区分会計では鉄道線路に関わる費用を通路費として明示し、通路費負担

についてはこれを国の責任とすべきことが主張された。また線路施設のみを特別扱いとすることで他の部門を

合理化する手法とも考えられたが、区分会計そのものはDB の経営状態、財政状態を、広く一般に情報開示する

ための広報的な役割を果たしたにすぎなかった。4

）「DB の改革案の歴史をみてみると、1990 年代になって実施された政策は、すべてすでにそれまで議論されて

いた内容であることは明白であり、非常に興味深い」ガドリン・ケスタ、青木［1998]77 ページ。後述するDB

政府委員会はこの点について以下のように言及している。「これまで、鉄道再建のために、理事会に個々の施策

の実行を指示するといった過去あまたの改革提言が出された。このような形の努力は企業的弱点の核心を突い

ていなかったがため（weilsienichtdenKernderunternehmerischenSchwachetrafen ）ことごとく失敗に終

わった」（BundesbahnRegierungskommission ［1991］S.12.）5

）西ドイツの交通政策は競争的な戦後の交通市場にあって独占的な地位を失ったDB を競争から保護し、経営

悪化の進行を防ごうという、いわゆる鉄道保護政策に置かれていた。またDB 自身による市場への対応は、不採

算路線の廃止やバス輸送への転換、人員削減などの合理化対策にあった。こうした努力にもかかわらずモータ

リゼーションの進展、交通市場構造の変化の中でDB 自身の競争力 の発揮はほとんどみられなかった。市場競争

に敗れた鉄道 は多額な財政援助にもかかわらず、経営悪化、財政悪化の進行に歯止めをかけることができなかっ

たのである。6

）DB 政府委員会は、学識経験者、経済界、労働組合、政界の各代表者からなる連邦政府の諮問委員会である（わ

が国の国鉄再建監理委員会にあたる）。DB 政府委員会は1989年12 月の第1［弓会合から最終答申を出す1991 年12

月の会合までのべ24 回の審議を重ねた。なお政府は委員会への諮問に際し、以下のような基本認識を示してい

た。

①将来の交通市場におけるDB の役割は、西ドイツ国内のみならず、欧州域内においても引き続き重要であ

る。

②DB の行う鉄道事業については公共経済的領域と市場競争的（＝企業的）領域の区分を明確にする。

③DB の効率的な経営を可能にする組織的、経営経済的、法的条件を整備する。7

）DB 政府委員会の答申ではドイツ鉄道株式会社（DeutscheEisenbahnAG ）、すなわちDEAG とあるが、本稿

では、便宜的にDEAG ではなく、DBAG とする。8

）具体的には以下のような措置がとられる。

①余剰人員の（政府）引き受け（UbernahmevonauslaufendenLastenausdemPersonalstatus ）

②現有資産の再評価（WertberichtungderAktiva ）

③事後に発生する追加的費用に対する政府補償（DeckungdesNachholbedarfs ）

④債務の政府引き受け（iibernahmevonVerbindlichkeiten ）

①環境費用負担のための引当金措置（RuckstellungenfurUmweltaltlasten ）
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9 ）DB 政府委員会では、当初、DB のみの改革案を審議事項としていたが、東西ドイツの統一からDR の改革に

ついても併せて審議されることとなった。さらにEU 市場統合の進展あるい はEU 共通鉄道政策の提言や指令

の内容もDB 政府委員会の審議に影響を与 えた。わが国の国鉄民営化の事例、あるいはスウェーデンの鉄道改革

もドイツの鉄道改革に少なからず影響を与えている。このようにドイツの鉄道改革はこれまでになく国際的な

影響を強く受けている。この点、従来の鉄道改革と幾分その趣を異にする。10

）DBAG は適切な自己資本を与 えられ、かつ過去債務からも解放されて初 めて商業的な経営管理が可能とな

る。しかし、このことは鉄道経営健全化のための一つの前提条件にすぎない。第二の重要な条件は、株式会社

という企業形態による商業的管理である。但し、その前提としてDBAG は、その発足に際し、過去債務、通路

資本費の負担、そして政治的拘束から解放される（freistellenvonAltlasten,KapitalkostenfurFahrwegundpolitischbedingtenPflichten

）。Bundesregierungskommission ［1991］S.I5.Vgl.11

）DB の職員身分には、官吏（Bemte ）の他、事務職員（Angestellte）、労務職員（Arbeiter）、見習員（Nachwuchs-krafte

）などがあり、雇用制度、年金制度などが著し く異なる。12

）ドイツ公法学には伝統的に通路高権（Wegehoheitsrecht ）、鉄道高権（Eisenbahnhoheitsrecht）と称する交通高

権（Verkehrshoheitsrecht）の概念があった。鉄道創設時代 にあっては鉄道建設に関する事業免許、すなわち鉄

道高権の付与 は国の統治権の付与 （BelehhungmiteinemHoheitsrecht ）とみなされ、需給調整や資格証明のだ

め付与される他の事業免許とは本質的に異なるものとされた。つまり鉄道の敷設免許は高権的任務（Hoheitsre-cht

）の委譲を意味していた。吾孫子 ［1965]2 ～11 ページ、堀［2000a］87ページ、参照。13

）地域化には幾つかのパターンがあるが、バーデン・ビュルテンベルク州で は鉄道サービスの委託企業として

バーデン・ビュルテンベルク州近距離旅客輸送有限会社（NahverkehrsgesellschaftBaden-WurtenbergGmbH:NVBW

）を設立した。NVBW は鉄道輸送を行う企業ではなく、鉄道輸送サービスの内容を決定することを業務

としている。実際の鉄道輸送サービスは、DBAG がNVBW と契約してこれを行っている。こうした地域化の

詳細については、特に青木［1999]1 ～9 ページ、ガドリン・ケスタ、青木（1998]52 ～57 ページを参照された

し稲14

）本節は主として堀（1996]47 ～52 ページに依拠している。15

）藤井（1985]237 ページ、引用。16

）公共的性格 は公共性を重視し、企業的性格は企業院を重視する。公共性は所有の公共性と規制の公共性、企

業 院は経営の自立性と企業の効率性というそれぞれ二つの要因から規定され、公共性が強まれば企業 院は弱ま

るという相対的な関係にある（注図1 参照）。植草［2000]236 ページ、参照。

注図1 企業形態別にみた公共的性格と企業的性格

企業形態 公 企 業 公 益 企 業 私 企 業

公共性[

規定要因]

強 ← ［公的所有の程度］ → 弱

強 ← ［公的規制の程度］ → 弱

企業性[

規定要因]

弱 ← ［経 営 の 自 立 性］ → 強

弱 ← ［企 業 の 効 率 性］ → 強

注：公益企業を公企業 に含めることもあるが、ここで は公益企業の

経営形態 を（会社法適用の）株式会社とするこ とで公企業と区別 す

る。 （出所：植草［2000]243 ペ ージ、図9-1 を参考 に筆者作成］

17）日本国有鉄道法研究会（1973]1 ～3 ページ、参照。18

）注図2 において、DD' は連邦鉄道の輸送サービスに対する（社会全体の）需要曲線、Si はその供給曲線（＝限

界費用曲線MCl ）である。連邦鉄道運賃がPi に設定されれば、当該サービスの供給量はQi となり、この場合の

社会的総便益（＝部分的効用和、公共性）はODLQ1 であり、社会的総余剰（ただし消費者余剰のみとする）はPIDL

となる。また経営効率の向上によって供給（＝費用）曲線がS, （＝MC, ）に低下し、運賃をP2 に引き下
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げることができれば、社会的総便益はODMQ2 、社会的総余剰はPiLMP, 分だけ増え、P,DM となる。日本国有

鉄道法にいう「能率的な経営による公共の福祉の増進」とはこのような状況を指すものといえる。しかしなが

ら、たとえば、コストを大幅に下回る運賃Pa が設定されているような場合、社会的総便益はODNQ3 、社会的

総余剰はPoDN となり、P3P2MN 分だけ増大しているが、そのためのサービス供給のコストはOP2RQ3 であり、

これは運賃収入OP3NQ3 よりもP2RNP3 分だけ多くなり、国鉄に欠損をもたらしている。しかもMRN 分は社会

的総余剰を減少させる資源ロスである。不採算な地方交通線の維持・運営や過大な設備投資により赤字経営に

陥った国鉄の状態とはこのようなことをいうであろう。

価格

費 用

D

p,

Pz

P3

○

注図2 国鉄サービスの公共性と厚生ロス

Q
Qa Q サービ ス供給 量

（出所：中西［1985]28 ～36ペ ージ参考に筆者作成］

19) 注図3 においてD, は連邦鉄道の輸送サービスに対する需要曲線、Di は利用可能性に対する( 潜在的需要者

の)需要曲線(＝限界評価曲線)である。この場合、社会全体の鉄道輸送サービスに対する支払い意志額はDi 、D,

の両曲線を垂直加算した需要曲線Ds で表わせる。ここで運賃Pi が限界費用MC( 一定と仮定)に等しいとす

れば、市場機構に任せておいたなら当該サービスはQi までしか供給されず、最適供給であるQ2 に比べて過少供

注図3 国鉄の公共サービスと利用可能性

価格

費用

D3

D,

p,

P2

D,

恥
O

Q Q.
公共 サービ スの供 給量

（出所： 中条［1992]48 ページ、図4a を参考に筆者作成］
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給となる。そこで利用可能性の供給までを課された国鉄にあっては、潜在需要をも加算し、OQ2 に相当するサー

ビス量を確保しなければならない。このような場合、最適供給量OQ2 を達成するには鉄道運賃をP2 に引き下げ、OQ2

の供給を実現するか、あるいは運賃はPi としたままOQ2 までのサービス量を確保させた上で、その際生じ

る赤字額PiMNP, を政府で補助するしかない。この時、実際の利用者が負担すべき運賃はOP2 であるが、赤字

分（P1－P2 ）については利用可能性を享受する受益者にもクラブ制、二部料金制などによって当該コストを負

担させる方法が検討されるべきである。20

）こうした公企業 の構造改革に際して、扇の要ともなった上下分離について付記すれば、1980 年代に登場した

上下分離（論）は、それがオープンアクセスを伴うことでそれまでの上下分離とは、その理念、性格、目的を

異にする。これは主として競争政策の観点から導入されたもので、従来の上下分離（論）との質的差異は大き

い。 また直接的にはEU 共通鉄道政策の要請によるものであるが、規制緩和の流れにも符合した。さらにこの

時期、極度に経営が悪化していたDB の改革理念とも呼応した。すなわち上下分離による鉄道改革は当初から懸

案問題であった鉄道財政の悪化を通路費負担の軽減化によってその解決を図るとともに、輸送部門については

これをできるかぎり市場メカニズムに任せるという競争政策とも結び付いたのである。それはまた国と鉄道企

業との責任関係を明確化する上で もふさわしい方式と考えられた。こうして1980年代の上下分離は鉄道ネット

ワークにおけるモード内競争、オープンアクセスの手段と化したのである。21

）この時、評価基準の異なる公共政策と競争政策には政策実施の整合性が求められ、また、それぞれの政策下

に設計された制度間には補完性が求められる。一方の制度が他方の制度全体に与える価値を高め、また、一方

の制度の存在や機能が他方の制度をより強固なものにするからである（「制度的補完性」）。こうした制度・政策

間の有機的な関係は、一種の相乗効果として社会経済システム全体に一定の機能と安定性を与えてくれる。逆

に制度間の整合性・補完性が確保されなければ、改革の効果も半減する。したがって、一方の制度だけを取り

上げて、改革しようとしても、その結果は、制度間の矛盾や弊害を生み出すにすぎない。なお「制度的補完性」

については、村上（2002]154 ～155 ページを参考にした。22

）前年の運賃水準を基に運賃改定の上限・下限枠（例えば20％など）そのものを認可する制度。枠内での運賃

改定 は自由。23

）戦後ドイツの交通政策 は社会的市場経済（SozialeMarktwirtschaft）政策のフレームワークで展開されている。

社会的市場経済は、「可能な限り自由競争を、必要な限りで計画を」のモットーにもあるように基本的には市場

原理を重視しながら政策面での調整、公的介入を図るという政策スタンスである。社会的市場経済に基づく交

通政策は一定の社会的枠組みの中でできるかぎり競争原理を活かしていこうとの考え方に立つが、それは競争

原理をより重視する政策運営と交通調整をより重視する立場とに分けられる に れは勢い公共交通政策やエコ

ロジー重視の政策に傾く嫌いがある）。競争秩序の形成 と維持に関しては公的関与を必要とみなし、その社会的

枠組みの中で自由市場の競争原理を十分に活かしていこうというのが基本的な考え方である。「西ドイツの交通

政策の基本理念は、規制政策を重視するスウェーデン、デンマーク等の北欧諸国とは対照的に、社会的市場経

済システムの伝続から、市場経済を阻害しない ことに置かれていた（杉山（1985]159 ページ）。」それはスウェー

デンのビジネス・エコノミー、ソシオ・エコノミーの経済政策理念に類似する。ともあれ、市場原理・効率重

視か、調整政策・公平重視かのスタンスの置き方によってドイツでは戦後歴代の連邦交通大臣がそれぞれ個性

ある政策展開を図ってきた。大きな流れとしては、戦後まもなくは市場原理・効率重視の交通政策が、SPD

（SozialdemokratischeParteiDeutschlands: 社会民主党）政権時代には調整、すなわち公正重視の政策がとら

れてきた。現在は、競争、すなわち効率重視の政策が展開されつつある。とはいえ、近年、こうした政策スタ

ンスの違い も次第に収斂しつつあるように見受けられる。24

）この点については堀［2000b ］133 ～146 ページを参照のこと。

［参考文献］

青木真美［1999］「ドイツにおける鉄道近距離旅客輸送の地域化」『交通学研究』1998年研究年報、日本交通学会、1999

年5 月、1 ～9 ページ



52 観 光学 研究 第7 号2008 年3 月

吾孫子豊［1965］「交通事業の法的組織形態と通路高権」『運輸と経済』第25 巻第8 号、運輸調査局、1965 年8 月、2

～11 ページ

植草 益［2000］『公的規制の経済学JNTT 出版、2000 年7 月

ガドリン・ケスタ、青木真美［1998］「ドイツにおける鉄道の地域化」『運輸と経済』第58巻第10 号、運輸調査局、1998

年10 月、52～57ページ

桜井 徹［1996］『ドイツ統一と公企業の民営化一国鉄改革の日独比較－』同文館、1996 年5 月

杉山雅洋［1985］『西ドイツ交通政策研究』成文堂、1985 年4 月

中条 潮［1992］「公共性と市場介入」、藤井弼太郎・中条潮編『現代交通政策』東京大学出版会、1992 年3 月、

第4 章、45～65 ページ

中西健一［1985］『戦後日本国有鉄道論』東洋経済新報社、1985 年12月

日本国有鉄道法研究会［1973］『日本国有鉄道法解説』交通協力会、1973 年9 月

藤井弼太郎［1985］「公共サービスと政府規制」稲毛満春・牛嶋 正・藤井側太郎編『現代社会の経済政策一政策

原理の新展開－ 』有斐閣、1985 年3 月、第6 章、213 ～254 ページ

堀 雅通［1985］「ドイツ連邦鉄道一再建への歩みと区分会計－」『運輸 と経済』第45 巻第5 号、運輸調査局、1985

年5 月、70～80 ページ

堀 雅通［1991］「ドイツ連邦鉄道の経営改善計画と経営戦略一鉄道活性化のための課題と展望－」『交通学研究』1990

年研究年報、日本交通学会、1991 年3 月、91～101 ページ

堀 雅通［1996］「日独国鉄再建比較論一鉄道改革の国際比較研究－」『公益事業研究』第48巻第2 号、公益事業

学会、1996 年12月、47～55 ページ

堀 雅通［1998］「鉄道『上下分離』論の史的研究－ドイツの事例を中心にー」『鉄道史学』第16 号、鉄道史学会、1998

年12 月、1 ～9 ページ

堀 雅通［2000a］『現代欧州の交通政策 と鉄道改革一上下分離とオープンアクセスー』税務経理協会、2000年4 月

堀 雅通［2000b ］「現代交通政策にみるイコール・フッティング論一参入規制・内部補助型交通市場政策の崩壊

過程検証－」『三田商学研究』第43 巻第3 号、慶意義塾大学商学会、2000 年8 月、133～146 ページ

堀 雅通［2005a］「構造分離・上下分離の機能と役割及びその政策含意」『交通学研究』2004年研究年報、日本交

通学会、2005 年3 月、1 ～10 ページ

堀 雅通［2005b ］「構造分離改革にみる取引形態と権限配分一政策決定過程にみる公共性の扱いー」『公益事業研

究』第57 巻第3 号、公益事業学会、2005 年12月、53～60 ページ

堀 雅通［2006］「公企業 の構造分離改革について」『作新総合政策研究』第6 号、作新学院大学総合政策学部、2006

年3 月、3 ～18 ページ

村上 亨［2002］「競争政策」酒井郁雄・寺元博美・村上亨・吉田邦彦 『経済政策入門』成文堂、2002 年4 月、第9

章、141～157 ページAberle,GeldundHedderich,Ale

χander［1993］UmsetzungderBahnstrukuturreform-DiskriminierungsfreierNetzzugangbeidenEisenbahnen,InternationalesVerkehrswesenJg.45,1

十2,S.I5-26,Hamburg.AberleG.,undBrennerA.

［1994］TrassenpreissystemderDeutscheBahnAG-eineerstekartellrechtricheundokonomischeBeurteilung,InternationalesVerkehrswesen,Jg.46,12,S.704-712,Hamburg.BonnerBericht

［1987］VerkehrsministerWarnkeundRegierungsprogrammVerkehr,DieBundesbahn,1987,April,S.295-298.Bonn.BonnerBericht

［1990］BeiderDeutschenReichsbahngeltenab3.OktoberdieBundesbahngesetze,DieBundesba-hn,1990,September,S.831-834,Bonn.BonnerBericht

［1991］RegierungskommissionBundesbahnlegterstenZwischenberichtvor,DieBundesbahn,1991,7/8,S.73

ド734,Bonn.BundesbahnRegierungskommission

［1991］BerichtderRegierungskommissionBundesbahn,Dezember1991,Bonn.BundesministerfurVerkehr

［1983］KabinettvorlagedesBundesministerfurVerkehrzurDeutschenBundesbahn,



堀 ：公 企業 改革 とし て のド イツ の鉄道 改革 53

17November1983,Bonn.

Dernbach,Lothar ［1985］DieStrategicDB'90 －EntwicklungundStandderRealisierung,JahrbuchdesEisenbahn-wesens,1985,FrankfurtamMain.Durr,Heinz

［1992］Strukturreform-ChancenfurUnternehmenundMitarbeiter,DieDeutscheBahn,12/1992,S.1323

－1328,Bonn.DeutscheBahnAG

［2001］AnnualReport2000,DeutscheBahnAG,May2001,Berlin.Ellwanger,GuntherundHamelbeck,c.

［1989］DasSchienenetzderDB-BestandteilderstaatlichenInfrastruktur,DieBundesbahn,6/1989,S.475

－479,FrankfurtamMain.Ellwanger,Gunther

［1990］TrennungvonNetzundBetriebbeidenEisenbahnen-DreiNichtEG-LandersindweiteralsdieBundesrepublikDeutschland,InternationalesVerkehrswesen42,1.Heft,1990,Januar/Februar,S.15

－19,Hamburg.GerdesWerner&DeutscheBahnAG

［1994]TheRailwayReform,DeutscheBahnAG,1994,FrankfurtamMain.Gross,Werner

［1990］VerkehrsproblemederDDRimBlickaufdieDeutscheEinheit,InternationalesVerkehrs 一wesen,Jg.42,4.Heft,Juli/August,1990,Hamburg.0ECD

［2001］RestructuringPublicUtilitiesforCompetition-CompetitionandRegulatoryReform-,OECDPublications,Paris.OECD

編・山本哲三訳［2002］『構造分離一公益事業の制度改革－』日本経済評論社，2002

年8 月UIC

［1993］EuropeanRailwayPolicies,UIC-C6StrategicPlanningCommittee,1993,11.15,StockholmandParis.Wellner,Dieter

［1990］UberlegungenfureinekunftigeDeutscheBahn-VerknupfungderDeutschenBundesbahnundderDeutschenReichsbahn,InternationalesVerkehrswesen,Jg.42,2.Heft,Marz/April,1990,Hamburg.

［参考資料］

ドイツ連邦政府による鉄道機構改革案

〔ドイツ〕連邦政府は、1992 年7 月15 日、〔先に出されていた〕連邦交通省の提案に基づき〔連邦政府としての〕

鉄道機構改革案の基本原則の決定（Grundsatzbechluss ）を行った。この機構改革によって鉄道はEU 域内市場に

おける将来の輸送需要の増加、新たな東西関係、経済全体の発展に、これまで以上に強く関与する姿勢に転換さ

れることになろう。今後予想される交通流動の著しい増大を予測するなら、鉄道は最も環境適合的な（umwelt-freundlich

）交通機関の一つとして強化され、競争上の地位を改善していかなければならない。鉄道は、将来、そ

のシステム・メリット（Systemvorteile）を強力 に発揮し、〔交通機関利用客が〕自動車あるい は航空機よりも鉄道

を選択するような魅力的（attraktiv）交通機関となっていかなければならない。そうすることによって、鉄道は、

将来、国民経済的にも交通政策的あるいは環境政策的にも重要な役割を果たしていくであろう。

以上のような目標を達成するために連邦政府はドイツ連邦鉄道（DB ）と東ドイツ国鉄（DR ）を統合（Zusammen-fuhrung

）し、民間資本の参加が可能な株式会社として新たに組織編成（Neuordnung ）することが〔鉄道 の機構改

革に〕最もふさわしいとの見解に立つ。こうした機構改革は連邦鉄道政府委員会（Bundesbahn-Regierungskom-mission

）も推奨していたところである。

このような機構改革の実施は、中・長期的に連邦の財政負担を明らかに軽減するものでなければならないとの

認識に立つ。連邦内閣の決定は〔鉄道改革の〕第一段階として連邦の特別財産たるDB とDR を統合し、株式会

社に改組する。このとき株式会社の内部を、通路、旅客輸送、貨物輸送の各部門に、会計上及び組織上、分離す

る。さらに次の改革に必要なおよそ3 年の経過期間を経た後、株式会社をそれぞれ自主独立的な通路会社、旅客

輸送会社、貨物輸送会社に分割し、かつ、それらをホールディング会社（HoldingAG ）の管轄下に置くものとす

る。さらに、その後、最長5 年の移行期間を経て〔少なくとも5 年以内に〕ホールディング会社を解消する。

連邦政府は機構改革の実施に当たってDB とDR の職員の法的地位一特に官吏（Beamte ）の（ドイツ連邦）基

本法上の権利一が保証され、〔官吏から民間への〕職員の移行に必要な法的基盤が創られることを確認する。なお

この機構改革の実施に際し、連邦政府は州政府に対して鉄道近距離旅客輸送の地域化問題の解決に必要な財政調
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整を行う。ただし連邦政府は機構改革によって中・長期的に連邦の財政負担が継続的に軽減されていくものであ

ることを確認する。鉄道改革では連邦財政に中立的（kreditneutral）な財政支出 として組み込 まれるよう必要な財

政措置が確保されるものとする。但し、それに必要な資金は通常の〔一般会計〕予算内の措置だけでは不可能で

ある。この問題は交通機関の競争を考慮し、大型トラックに適正な通路費負担を求めるため道路利用料金制度の

導入を意図するEU 委員会との調整により〔EU 共通交通政策の〕全体構想（Gesamtkonzept ）の枠内で解決され

る。

連邦政府は連邦交通大臣に1993年半ばまでに必要な立法措置が完了するよう〔1992年の〕夏期休暇後、直ちに

（基本法の改正を含む）しかるべき法案を提出するよう求めた。

鉄道機構改革についての連邦政府決定案の要旨1.1992

年2 月5 日の閣議決定（Kabinettbeschluss）:連邦交通省は連邦鉄道政府委員会の答申とは別の選択案を

提出する予定である。2.

現状、推移（Situation,Entwicklung ）

鉄道輸送の市場シェアの低下が続き、DB ／DR の欠損は増大化、〔政府の〕財政負担は、5,000億マルク以上に

もなり、逼迫化している中で、〔そうした現状の推移に対して〕方向転換すべき認識がなされていない。3.

目的（Ziele）

一予想される交通量増加に対する鉄道の役割強化

一鉄道に見込まれる財政負担の軽減化4.

必要な措置（Handlungsbedarf ）

債務免除あるいは企業構造の変革のみの措置では不十分。一括措置（Massnahmenpaket ）が必要（連邦鉄道

政府委員会も同様の見解）5.

バリエーション（Varianten）

〔連邦交通省では鉄道の機構改革について〕4 つのバリエーションを検討した。

一貨物輸送および旅客輸送のための株式会社、公法上の任務（Fahrweginoffentlich-rechtlicherTragerschaft）

を担当する通路のための株式会社

一一つの株式会社

－ ホールディング会社とその子会社としての旅客輸送、貨物輸送並びに通路のための株式会社

一旅客輸送、貨物輸送および通路のための3 つの自主独立的な（selbstandig）株式会社

すべてのバリエーションに共通する事項

－DB ／DR の統合（ZusammenfuhrungDB/DR ）

一第三者に対するネットワークの開放（ZulassungDritteraufNetz ）

一機構上、職員に関する、あるいは財政上の過去債務負担の〔政府〕引き受け（UbernahmenstrukturpersonallerundfinanziellerAltlasten

）6.

提言（Vorschlag ）

－DB/DR の商法的な（handelsrechtlich）経営形態（＝株式会社）への移行 というバリエーションのみが改革

の目的を達成する。

一段階的措置（SchrittweiseVorgehen ）

第1 段階：ドイツ鉄道株式会社

第2 段階：ホールディング会社

第3 段階：3 つの株式会社7.

財政的措置（FinanzielleAuswirkungen ）

－〔今後〕10年間に〔当初予定の〕（一般会計十債務発行によって行う）政府補償額を1,050億マルク削減する

（Deckungslucke ）。（＝当初試算の累積債務額5,100億マルクに圧縮する）。

一場合によっては連邦財政の中での中立的な財政支出としての（kreditneutral）財政措置を講ずる。
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一通常の予算以外に必要な財政資金についてはEU 委員会との調整による全体構想の中で処理される。8.

立法措置の必要性（Regelungsbedarf）

一基本法の改正（その他多くの立法）

一鉄道近距離旅客輸送の地域化 （Regionalisierung）

一第三者に対するネットワークの開放（OfFnungSchienennetzfurDritte ）

一法的地位を保護した上での職員の移行 （tJberleitungMitarbeiterunterWahrungderRechtsstellung ）

その他、限界があるとはいえ現状での可能な経営改善 も必要である。9.

その他の措置（WeiteresVorgehen ）

連邦交通省 は1993年半ばまでに法案の立法手続きを完了させるため直ちに法案を提出する。

[訳注]

本稿は、1992年10月、ドイツ連邦交通省より入手したプレス発表用の資料を筆者が訳したものである。
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